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女 活 第 ２ ６ １ 号 

                                                    令和２年１０月２７日 

 

 

  島根県男女共同参画審議会 

    会 長  河 野 美 江   様 

 

                                        島根県知事 丸 山 達 也 

                    （政策企画局女性活躍推進課） 

 

第４次島根県男女共同参画計画の策定について（諮問） 

 

  島根県では、平成１３年２月に「島根県男女共同参画計画」を、また、平成２３

年５月に第２次計画、平成２８年３月に第３次計画をそれぞれ策定し、男女共同参

画の推進に関する施策を進めてまいりました。 

 これまでの取組により、県内においては、固定的な性別役割分担意識の一定の解

消が図られ、多くの分野で女性の参画が進みました。一方で、人口減少・少子高齢

化が進展する中、男女の人権の尊重、あらゆる分野での女性の活躍促進、安心して

家庭や仕事に取り組むことができる環境づくりなどに向けて、更なる取組が求めら

れています。 

加えて、新型コロナウィルス感染症の影響や変化を踏まえ、平常時における社会

問題の顕在化や働き方の変化に対応するため、様々な施策に男女共同参画の視点を

取り込みつつ実施していく必要があります。 

 このような状況から、第４次計画を策定し、引き続き男女共同参画のための施策

を総合的かつ計画的に推進する必要があります。 

 つきましては、「第４次島根県男女共同参画計画」の策定について、島根県男女

共同参画推進条例第２２条第１号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 
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                                                       令和４年３月２日 

 

   島根県知事 丸 山 達 也  様 

 

                                       島根県男女共同参画審議会 

                       会 長  河 野 美 江 

 

第４次島根県男女共同参画計画の策定について（答申） 

 

  当審議会では、令和２年 10月 27日付け女活第 261号の諮問に応じ、「第４次島

根県男女共同参画計画」の策定に関し、慎重に審議を重ねた結果、別添の（案）の

とおり結論を得たので答申します。 

 なお、実施にあたっては、以下の点に留意するよう併せて要望します。 

記 

 【要望事項】 

本計画の名称や島根県が目指す男女共同参画社会（「すべての女性が 自分

らしくきらめく島根」）については、ダイバーシティの観点から様々な意見が

ありました。 

当審議会においては、こうした意見を踏まえた上で、現状として、職業生活、

その他社会生活や家庭生活において、男女間の格差や性別による固定的な役割

分担等を反映した制度・慣行、女性への暴力など、未だ大きな社会的な課題が

あり、その課題や取組の対象を明確にする必要があることなどを考慮し、現段

階では、この標記を妥当と考えます。 

今後、計画の実施にあたっては、性の多様性の尊重をはじめ、コロナ禍の女

性の就業や生活への影響、男女間の公正な待遇などにも留意し、本答申が十分

に尊重されるとともに、将来的には「男女」に代わる、より妥当な標記を積極

的に検討されることを希望します。 

 

 ◎別添 

第４次島根県男女共同参画計画（案） 
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第４次島根県男女共同参画計画の策定の経過 

 

年月日 会 議 等 主 な 内 容 

 令和２年 

 １０月２７日 

 

 

 

令和２年度第１回 

島根県男女共同参画審議会 

 （以下「審議会」という。） 

  

 

第４次島根県男女共同参画計画

の策定について 

・諮問 

・第３次計画の総括 

・策定に係る今後のスケジュール 

 令和３年 

  １月２７日 

令和２年度第１回 

島根県男女共同参画推進会議 

（庁内会議） 

・骨子 

・計画の施策体系（案） 

・策定に係る今後のスケジュール 

 
  ２月１７日 令和２年度第２回審議会 

  ３月 ９日 島根県議会総務委員会 

 １１月３０日 令和３年度第１回審議会 計画（素案）について協議 

 
１２月１４日 島根県議会総務委員会 

１２月２３日 

 ～ 令和４年 

   １月２４日 

 

計画（素案）に対する 

パブリックコメント等の実施 

 

 

併せて市町村、しまね働く女性

きらめき応援会議構成員に意見照

会 

また、島根県男女共同参画社会

形成促進会議において説明及び意

見照会 

令和４年 

２月１５日 

 

令和３年度第２回審議会 

 

パブリックコメント等の結果を 

踏まえ、答申（案）協議 

  ３月 ２日 答申 会長より答申 

  ３月 ８日 島根県議会総務委員会  

  ３月２３日 計画決定  

  ３月２５日 女性活躍推進本部会議  
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島根県男女共同参画審議会委員 

任期：令和２年６月１日から令和４年５月 31日まで   

氏 名 職業・所属団体（役職） 備 考 

浅野 博雄 一般社団法人島根県医師会 常任理事 
 

 

安部 陽子 
日本労働組合総連合会島根県連合会 

女性委員会 委員長 

任期：令和２年６月１日から 

令和３年 12月 11日まで 

石田 公 
益田市福祉環境部人権センター 

「あすなろ館」 館長 

任期：令和２年６月１日から 

令和３年３月 3１日まで 

岩根 了達 島根県公民館連絡協議会 副会長 
任期：令和２年６月１日から 

令和３年７月 31日まで 

岡﨑 勝 
益田市福祉環境部人権センター 

「あすなろ館」 館長 

任期：令和３年４月１日から 

令和４年５月 31日まで 

岡﨑 真由子 島根県弁護士会 弁護士 
任期：令和３年１月１日から 

令和４年５月 31日まで 

小田川 真一 
株式会社山陰中央新報社 

常務取締役 読者局長 
 

河嶋 小百合 
厚生労働省島根労働局 

雇用環境・均等室長 

任期：令和２年６月１日から 

令和３年３月 3１日まで 

來間 利江 
日本労働組合総連合会島根県連合会 

女性委員会 委員長 

任期：令和３年 12月 12日から 

令和４年５月 31日まで 

河野 美江 島根大学 教授 会長 

渋川 あゆみ いっしょに子育て研究所 相談役 
 

 

高橋 美佐子 ＪＡしまね女性部 部長 
 

 

津森 美紀 
厚生労働省島根労働局 

雇用環境・均等室長 

任期：令和３年４月１日から 

令和４年５月 31日まで 

手石方 真弓 島根県弁護士会 弁護士 
任期：令和２年６月１日から 

令和２年 12月 31日まで 

鳥居 清枝 島根県連合婦人会 常任理事 
 

 

藤井 好文 島根県公民館連絡協議会 評議員 
任期：令和３年８月１日から 

令和４年５月 31日まで 

水谷 厚志 島根県私立中学高等学校連盟 副会長 
 

 

森脇 建二 一般社団法人島根県経営者協会 専務理事 副会長 

米倉 かおる 公募委員 
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島根県男女共同参画推進条例 
平成14年３月26日 島根県条例第16号 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第７条） 

第２章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等 

（第８条－第10条） 

第３章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（第11条－第21条） 

第４章 島根県男女共同参画審議会（第22条－第26条） 

第５章 雑則（第27条） 

附則 

 

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれてお

り、男女は、すべて人として平等であって、個人として尊重

されなければならない。男女平等の実現に向けた取組は、

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を

軸として、国際的な取組と連動して展開されてきた。 

島根県においては、国際社会や国の動向を踏まえて男女平

等の実現に向けて様々な取組を進めてきた。しかしながら、

社会のあらゆる分野において、性別による固定的な役割分担

意識やそれに基づく社会通念、慣習、しきたりが根強く残っ

ており、とりわけ、職場、家庭、地域社会においては、男女

の平等が充分には実現されていない状況にある。 

このような状況の中、少子高齢化の一段の進行をはじめと

する社会経済情勢の急速な変化に対応し、豊かで活力ある島

根県を築くためには、農山漁村が多く存在する本県の地域性

にも配慮しつつ様々な取組を一層進めることにより、男女の

人権が平等に尊重され、男女が性別にかかわりなくその個性

と能力を十分に発揮し、責任を分かち合いながら多様な生き

方を選択することができる社会を実現することが、最重要課

題である。 

ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現を目指すこと

を決意し、県、県民、事業者が共通理解の下、相互に連携協

力してその取組を推進するため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念

を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするととも

に、県の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同

参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社

会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が、

性別にかかわりなく個人として尊重され、その個性と能力

を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会の対

等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画し、ともに責任を担うことをいう。 

２ この条例において「積極的改善措置」とは、社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の

格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれ

か一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

３ この条例において「セクシュアル・ハラスメント」と

は、性的な言動によって相手方を不快にさせ、その者の生

活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応

によってその者に不利益を与えることをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が

重んぜられること、男女が性別による差別を受けることな

く平等に扱われること、男女が個人として能力を発揮する

機会が平等に確保されること、男女間における暴力的行為

（身体的又は精神的な苦痛を与える行為をいう。以下同

じ。）が根絶されること、男女の生涯にわたる性と生殖に

関する健康と権利が尊重されることその他の男女の人権が

尊重されることを基本として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進は、社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼす

ことがないよう配慮され、男女が性別による固定的な役割

分担にとらわれることなく多様な生き方を選択することが

できることを基本として、行われなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員と

して、県又は民間の団体における政策、方針の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保されることを基本とし

て、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の

協力と社会の支援の下に、家事、育児、介護等について家

族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、社会生活に

おける活動に対等に参画することができるようにすること

を基本として、行われなければならない。 

５ 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な

関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行われ

なければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策

を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 県は、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会

に関し、男女間に格差が生じていると認めるときは、積極

的改善措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 県は、男女共同参画の推進に当たり、県民、事業者、市

町村及び国と相互に連携及び協力して取り組むものとす

る。 

４ 県は、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関す

る活動を支援するため、情報の提供、助言その他の必要な

措置を講ずるものとする。 

（県民の責務） 

第５条 県民は、基本理念についての理解を深め、家庭、職
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場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男

女共同参画の推進に積極的に努めなければならない。 

２ 県民は、基本理念についての理解を深め、男女の性別に

よる固定的役割分担意識に基づく制度や慣行を見直すよう

に努めなければならない。 

３ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策

に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念についての理解を深め、その事

業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進に積極的

に努めなければならない。 

２ 事業者は、男女が職場における活動に対等に参画する機

会の確保に努めるとともに、職業生活における活動と家庭

生活における活動その他の活動とを両立して行うことがで

きる職場環境を整備するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施

策に協力するよう努めなければならない。 

（市町村との連携） 

第７条 県は、市町村に対し、県が実施する男女共同参画の

推進に関する施策に協力することを求めることができる。 

２ 県は、市町村に対し、男女共同参画の推進に関する施策

の策定及び実施に関する技術的な助言を行うことができ

る。 

 

第２章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等 

（性別による権利侵害の禁止） 

第８条 何人も、社会のあらゆる場において、男女共同参画

を阻害する次に掲げる行為を行ってはならない。 

(１) 性別による差別的取扱い 

(２) セクシュアル・ハラスメント 

(３) 男女間における暴力的行為 

（被害者の保護等） 

第９条 県は、配偶者その他の親族関係にある者及び内縁関

係にある者（過去においてこれらの関係にあった者を含

む。）からの前条第３号に掲げる行為による被害を受けた

者（以下この条において「被害者」という。）に対し、適

切な助言、施設への一時的な入所による保護その他の必要

な支援を行うものとする。 

２ 前項の規定により被害者が一時的に入所するための施設

として知事が別に定める施設の長は、前条第３号に掲げる

行為が当該施設に入所している被害者に対して引き続き行

われるおそれがあるときその他当該被害者を保護するため

に必要があると認めるときは、当該施設に入所している被

害者からの申出により、次に掲げる措置をとることができ

る。 

(１) 当該被害者に対し前条第３号に掲げる行為を行った

者（次号において「加害者」という。）に対し、当該

被害者の存在を秘匿すること。 

(２) 加害者に対し、当該被害者との面会及び交渉を禁止

し、又は制限すること。 

（公衆に表示する情報に関する留意） 

第10条 何人も、情報を公衆に表示するに当たっては、性別

による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュア

ル・ハラスメント及び男女間における暴力的行為を助長す

る表現を用いないように努めなければならない。 

 

第３章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（男女共同参画計画の策定等） 

第11条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第

78号）第14条第１項の規定により男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「男女

共同参画計画」という。）を策定するに当たっては、あら

かじめ、広く県民の意見を反映させるよう努めるととも

に、島根県男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

２ 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用す

る。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第12条 県は、その実施する施策の全般にわたり、男女共同

参画の推進に配慮するものとする。 

（男女共同参画の推進に関する教育） 

第13条 県は、学校教育及び社会教育を通じて、人権尊重を

基盤とした個人の尊厳、男女平等及び男女相互の理解と協

力についての意識が育つよう必要な施策の実施に努めるも

のとする。 

（農山漁村における男女共同参画の推進） 

第14条 県は、農山漁村において、男女が社会の対等な構成

員として、事業経営及びこれに関連する活動並びに地域社

会における活動に参画する機会を確保するため、必要な施

策の実施に努めるものとする。 

（県民及び事業者の理解を深めるための措置） 

第15条 県は、県民及び事業者が基本理念に関する理解を深

めるように、広報活動その他の必要な措置を講ずるものと

する。 

（男女共同参画推進月間） 

第16条 県は、県民及び事業者の間に広く男女共同参画につ

いての関心と理解を深めるとともに、男女共同参画の推進

に関する活動が積極的に行われるようにするため、男女共

同参画推進月間を設ける。 

２ 男女共同参画推進月間は、毎年６月とする。 

（調査研究） 

第17条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、

及び実施するため、必要な調査研究を行うものとする。 

（推進体制の整備等） 

第18条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に

策定し、及び実施するため、必要な体制を整備するととも

に、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（拠点施設の設置） 
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第19条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、

並びに県民及び民間の団体が行う男女共同参画の推進に関

する活動を支援するための拠点となる施設を設置するもの

とする。 

（苦情の処理等） 

第20条 知事は、県が実施する施策に関する、男女共同参画

についての県民又は事業者からの苦情の申出に対し、適切

に処理するよう努めるものとする。 

２ 知事は、前項の規定に基づく処理に当たっては、島根県

男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

３ 知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画

を阻害する行為についての県民又は事業者からの相談に対

し、関係機関と連携して適切に処理するよう努めるものと

する。 

（年次報告） 

第21条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共

同参画の推進に関する施策の実施状況をとりまとめ、公表

するものとする。 

 

第４章 島根県男女共同参画審議会 

（設置及び所掌事務） 

第22条 次に掲げる事務を行うため、島根県男女共同参画審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 

(１) 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基

本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するこ

と。 

(２) 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実

施状況について意見を述べること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、第11条及び第20条第２

項によりその権限に属させられた事務 

(４) 前３号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する

重要事項について、知事に意見を述べること。 

（組織） 

第23条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の

４未満とならないものとする。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。この

場合において、第２号に掲げるものについては、４名以内

とする。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 公募に応じた者 

４ 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任

されることができる。 

５ 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこ

れを定める。 

６ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

７ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第24条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長とな

る。 

２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議

を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

（専門部会） 

第25条 審議会は、必要に応じ、専門部会（以下「部会」と

いう。）を置くことができる。 

２ 専門の事項を調査審議するために必要があるときは、部

会に専門委員を置くことができる。 

３ 専門委員は、知事が任命する。 

４ 専門委員の任期は、専門の事項に関する調査審議が終了

するまでとする。 

（会長への委任） 

第26条 この章に定めるもののほか、審議会に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

第５章 雑則 

（委任） 

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。ただし、

第20条第１項及び第２項の規定は、平成14年６月１日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議

は、第24条第１項の規定にかかわらず、知事が招集するも

のとする。 

（島根県立女性総合センター条例の一部改正） 

３ 島根県立女性総合センター条例（平成11年島根県条例第

13号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

   島根県立男女共同参画センター条例 

  第１条及び第２条中「島根県立女性総合センター」を

「島根県立男女共同参画センター」に改める。 
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男女共同参画社会基本法 

平成11年６月23日法律第78号 

最終改正：平成11年12月22日法律第160号 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第12条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施 

策（第13条－第20条） 

 第３章 男女共同参画会議（第21条－第28条） 

 附則 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平

等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際

社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた

が、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国

の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を21

世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会の

あらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明

らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団

体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的

かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現する

ことの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関

し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の

責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成するこ

とをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の

格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊

厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを

受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確

保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨と

して、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会におけ

る制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映

して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない

影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害

する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会におけ

る制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して

及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮され

なければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な

構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は

民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画す

る機会が確保されることを旨として、行われなければなら

ない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動について家族の一員とし

ての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行

うことができるようにすることを旨として、行われなけれ

ばならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における

取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同

参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければなら

ない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社

会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びそ
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の他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第10条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあ

らゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画

社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第11条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第12条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の

状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これ

を国会に提出しなければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第13条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参

画基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男

女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけ

ればならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について

準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当

該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男

女共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同

参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計

画（以下「市町 村男女共同参画計画」という。）を定め

るように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は

市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に

影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければな

らない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本

理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じな

ければならない。 

（苦情の処理等） 

第17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼ

すと認められる施策についての苦情の処理のために必要な

措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社

会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合に

おける被害者の救済を図るために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（調査研究） 

第18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社

会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研

究を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に

促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その

他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円

滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社

会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の

提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとす

る。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第21条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい
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う。）を置く。 

（所掌事務） 

第22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第13条第３項に規定す

る事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大

臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。 

三 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認

めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見

を述べること。 

（組織） 

第23条 会議は、議長及び議員24人以内をもって組織する。 

（議長） 

第24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大

臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者

のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の

10分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員

の数は、同号に規定する議員の総数の10分の４未満であっ

てはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第26条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。た

だし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第27条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要がある

と認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査

に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その

他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要がある

と認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、

必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第28条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員そ

の他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

 

附 則（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）

は、廃止する。 

 

附 則（平成11年７月16日法律第102号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成11

年法律第88号）の施行の日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、第23

条、第28条並びに第30条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前

の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者

（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委

員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にか

かわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第30条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定め

る。 

 

附 則（平成11年12月22日法律第160号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成13

年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成27年９月４日法律第64号 

最終改正：令和元年６月５日法律第24号 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条）  

第２章 基本方針等（第５条・第６条）  

第３章 事業主行動計画等  

第１節 事業主行動計画策定指針（第７条）  

第２節 一般事業主行動計画等（第８条－第18条）  

第３節 特定事業主行動計画（第19条）  

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（第20条・第21条）  

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支 

援措置（第22条－第29条）  

第５章 雑則（第30条－第33条）  

第６章 罰則（第34条－第39条）  

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を

営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発

揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業

生活における活躍」という。）が一層重要となっているこ

とに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78

号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍

の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公

共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方

針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における

活躍を推進するための支援措置等について定めることによ

り、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進

し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢

化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変

化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的

とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活に

おける活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意

思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対す

る採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他

の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通

じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場

における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼ

す影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ

うにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む

女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に

関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその

他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏ま

え、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協

力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活にお

ける活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし

つつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備

等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的

な両立が可能となることを旨として、行われなければなら

ない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性

の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重

されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生

活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第５

条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女

性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策

定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は

雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機

会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活

との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努め

るとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策に協力しなければなら

ない。 

 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施す

るため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本

方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならな

い。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な

方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関

する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な

環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における
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活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の

区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策についての計画（以下この条において「都道府県推

進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められてい

るときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、

当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画（次項において「市町

村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推

進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業

主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総

合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に

即して、次条第１項に規定する一般事業主行動計画及び第

19条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項において

「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針

（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項に

つき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるもの

とする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内

容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行

動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

第２節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業

主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が300人

を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般

事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下

同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚

生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的

地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその

事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を

把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改

善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し

て、これを定めなければならない。この場合において、前

項第２号の目標については、採用する労働者に占める女性

労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の

割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを労働者に周知させるための措置を講じなけ

ればならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に

基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以

下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業

主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これ

を変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主

行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第

４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、

それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定によ

る届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省

令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組

の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省

令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うこと

ができる。 

（認定一般事業主の表示等） 



【附属資料７】 

- 80 - 

第10条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事

業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、

商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信そ

の他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第14条第１項

において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表

示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同

項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第11条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいず

れかに該当するときは、第９条の認定を取り消すことがで

きる。 

一 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第12条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主につ

いて、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に

関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく

取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標

を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第13

条の２に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第76号）第29条に規定する業務を担当する

者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものである

ことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するもので

ある旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第13条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一

般事業主」という。）については、第８条第１項及び第７

項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところに

より、毎年少なくとも１回、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならな

い。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第14条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定

める表示を付することができる。 

２ 第10条第２項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第15条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第12条の認定を取り消すこと

ができる。 

一 第11条の規定により第９条の認定を取り消すとき。 

二 第12条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。 

三 第13条第２項の規定による公表をせず、又は虚偽の公

表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基

づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第12条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第16条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一

般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下の

ものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当

該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行

わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が

当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和22

年法律第141号）第36条第１項及び第３項の規定は、当該構

成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により

設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令

で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間

接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当

するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主

に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うも

のであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該

相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基

準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する

基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取

り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事し

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、

募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関

する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届

け出なければならない。 

５ 職業安定法第37条第２項の規定は前項の規定による届出

があった場合について、同法第５条の３第１項及び第４

項、第５条の４、第39条、第41条第２項、第42条第１項、

第42条の２、第48条の３第１項、第48条の４、第50条第１

項及び第２項並びに第51条の規定は前項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の

規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る者に対する報酬の供与について、同法第50条第３項及び

第４項の規定はこの項において準用する同条第２項に規定

する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場

合において、同法第37条第２項中「労働者の募集を行おう

とする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第16条第４項の規定による届出をして労働

者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第２項中

「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあ

るのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第36条第２項及び第42条の３の規定の適用に

ついては、同法第36条第２項中「前項の」とあるのは「被
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用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者

がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第42条

の３中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法

律第64号）第16条第４項の規定による届出をして労働者の

募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の

相談及び援助の実施状況について報告を求めることができ

る。 

第17条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出を

して労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対し

て、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、

かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指

導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図

るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第18条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一

般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれ

らの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業

主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般

事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相

談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第３節 特定事業主行動計画  

第19条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれら

の職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」とい

う。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策

定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施

する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなけ

ればならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用

した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の

差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女

性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職

業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生

活における活躍を推進するために改善すべき事情について

分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければ

ならない。この場合において、前項第２号の目標について

は、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤

務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある

職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的

に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置

を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計

画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施

するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達

成するよう努めなければならない。 

 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第20条 第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労働省

令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表

しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対す

る職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に

資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で

定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少な

くともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければ

ならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第21条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事務及び事業における女性の職業生活における

活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければな

らない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業

生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資

する勤務環境の整備に関する実績 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置 

（職業指導等の措置等） 

第22条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営

もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に

応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部
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を、その事務を適切に実施することができるものとして内

閣府令で定める基準に適合する者に委託することができ

る。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該

事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関

して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第23条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置

その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第24条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資する

ため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別

の法律によって設立された法人であって政令で定めるもの

をいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使

用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主そ

の他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況

が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」

という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施

するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように

努めるものとする。 

（啓発活動） 

第25条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活

躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その

協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第26条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に資するよう、国内外における女性の職業生活におけ

る活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び

提供を行うものとする。 

（協議会） 

第27条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方

公共団体の機関（以下この条において「関係機関」とい

う。）は、第22条第１項の規定により国が講ずる措置及び

同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る

事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な

情報を活用することにより、当該区域において女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に

実施されるようにするため、関係機関により構成される協

議会（以下「協議会」という。）を組織することができ

る。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域

内において第22条第３項の規定による事務の委託がされて

いる場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員とし

て加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるとき

は、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることがで

きる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項に

おいて「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ること

により、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報

を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地

域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣

府令で定めるところにより、その旨を公表しなければなら

ない。 

（秘密保持義務） 

第28条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事

していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第29条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第30条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要がある

と認めるときは、第８条第１項に規定する一般事業主又は

認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第

７項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助

言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第31条 厚生労働大臣は、第20条第１項の規定による公表を

せず、若しくは虚偽の公表をした第８条第１項に規定する一

般事業主又は第20条第２項に規定する情報に関し虚偽の公表

をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第

８条第７項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による

勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わ

なかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第32条 第８条、第９条、第11条、第12条、第15条、第16

条、第30条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚

生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労

働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第33条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のた

め必要な事項は、政令で定める。 

 

第６章 罰則 

第34条 第16条第５項において準用する職業安定法第41条第
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２項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の

募集に従事した者は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰

金に処する。 

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲

役又は50万円以下の罰金に処する。 

一 第22条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第28条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲

役又は30万円以下の罰金に処する。 

一 第16条第４項の規定による届出をしないで、労働者の

募集に従事した者 

二 第16条第５項において準用する職業安定法第37条第２

項の規定による指示に従わなかった者 

三 第16条第５項において準用する職業安定法第39条又は

第40条の規定に違反した者 

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の

罰金に処する。 

一 第10条第２項（第14条第２項において準用する場合を

含む。）の規定に違反した者 

二 第16条第５項において準用する職業安定法第50条第１

項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第16条第５項において準用する職業安定法第50条第２

項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の陳述をした者 

四 第16条第５項において準用する職業安定法第51条第１

項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第34

条、第36条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を

科する。 

第39条 第330条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

した者は、20万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３

章（第７条を除く。）、第５章（第28条を除く。）及び第

６章（第30条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定

は、平成28年４月１日から施行する。 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成38年３月31日限り、その効力を失

う。 

２ 第22条第３項の規定による委託に係る事務に従事してい

た者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第

４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有す

る。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り

得た秘密については、第28条の規定（同条に係る罰則を含

む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日

後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、この法律は、第１項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合にお

いて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認め

るときは、この法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成29年３月31日法律第14号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成29年４月１日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 第１条中雇用保険法第64条の次に１条を加える改正規

定及び附則第35条の規定 公布の日 

二・三 略 

四 第２条中雇用保険法第10条の４第２項、第58条第項、

第60条の２第４項、第76条第２項及び第79条の２並びに

附則第11条の２第１項の改正規定並びに同条第３項の改

正規定（「100分の50を」を「100の80を」に改める部分

に限る。）、第４条の規定並びに第７条中育児・介護休

業法第53条第５項及び第６項並びに第64条の改正規定並

びに附則第５条から第８条まで及び第10条の規定、附則

第13条中国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第10条第10項第５号の改正規定、附則第14条第２項及び

第17条の規定、附則第18条（次号に掲げる規定を除

く。）の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律（昭和46年法律第68号）第38条第３項の改

正規定（「第４条第８項」を「第４条第９項」に改める

部分に限る。）、附則第20条中建設労働者の雇用の改善

等に関する法律（昭和51年法律第33号）第30条第１項の

表第４条第８項の項、第32条の11から第32条の15まで、

第32条の16第１項及び第51条の項及び第48条の３及び第

48条の４第１項の項の改正規定、附則第21条、第22条、

第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33

条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成30年１月

１日 

（罰則に関する経過措置） 

第34条 この法律（附則第１条第４号に掲げる規定にあって

は、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に

伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
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附 則 （令和元年６月５日法律第24号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない

範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 第３条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律第４条の改正

規定並びに次条及び附則第６条の規定 公布の日 

二 第２条の規定 公布の日から起算して３年を超えない

範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第５条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第６条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関

して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第７条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合にお

いて、この法律による改正後の規定の施行の状況について

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 
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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 

平成30年５月23日法律第28号 

最終改正：令和３年６月16日法律第67号 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（目的） 

第１条 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選

による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房

副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しく

は大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職（以

下「公選による公職等」という。）にある者として国又は

地方公共団体における政策の立案及び決定に共同して参画

する機会が確保されること（以下「政治分野における男女

共同参画」という。）が、その立案及び決定において多様

な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となるこ

とに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78

号）の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参

画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地

方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野に

おける男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項

を定めることにより、政治分野における男女共同参画を効

果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する

民主政治の発展に寄与することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議

員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙にお

いて、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補

者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、

男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して

行われるものとする。 

２ 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思に

よって公選による公職等としての活動に参画し、又は参画

しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機

会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による

固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行

が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影

響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。 

３ 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その

性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公

選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続

的な両立が可能となることを旨として、行われなければな

らない。 

４ 政治分野における男女共同参画の推進は、政党その他の

政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地

方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政

機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組む

ことにより、行われるものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野にお

ける男女共同参画の推進についての基本原則（次条におい

て単に「基本原則」という。）にのっとり、政党その他の

政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、

政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策

を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 

（政党その他の政治団体の努力） 

第４条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政

治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その

他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の

数に係る目標の設定、当該政党その他の政治団体に所属す

る公職の候補者の選定方法の改善、公職の候補者となるに

ふさわしい能力を有する人材の育成、当該政党その他の政

治団体に所属する公選による公職等にある者及び公職の候

補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等

に起因する問題の発生の防止及び適切な解決その他の事項

について、自主的に取り組むよう努めるものとする。 

（法制上の措置等） 

第５条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講ずるものとする。 

（実態の調査及び情報の収集等） 

第６条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関す

る取組に資するよう、その推進に当たって障壁となるよう

な社会における制度、慣行、観念その他一切のもの（次項

において「社会的障壁」という。）及び国内外における当

該取組の状況について、実態の調査並びに情報の収集、整

理、分析及び提供（同項及び第十一条において「実態の調

査及び情報の収集等」という。）を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進

に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における社

会的障壁及び当該取組の状況について、実態の調査及び情

報の収集等を行うよう努めるものとする。 

（啓発活動） 

第７条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同

参画の推進について、国民の関心と理解を深めるととも

に、必要な啓発活動を行うものとする。 

（環境整備） 

第８条 国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡

大をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、

出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立

を支援するための体制の整備その他の政治分野における男

女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることがで

きる環境の整備を行うものとする。 

（性的な言動等に起因する問題への対応） 

第９条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同
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参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び

公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関す

る言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、当

該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に

資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の育成等） 

第10条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同

参画が推進されるよう、議会における審議を体験する機会

の提供、公選による公職等としての活動に対する関心を深

めこれに必要な知見を提供する講演会等の開催の推進その

他の人材の育成及び活用に資する施策を講ずるものとす

る。 

（その他の施策） 

第11条 国及び地方公共団体は、第七条から前条までに定め

るもののほか、第六条の規定による実態の調査及び情報の

収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治

分野における男女共同参画の推進のために必要な施策を講

ずるものとする。 

 

 

附 則  

この法律は、公布の日から施行する。 

 

附 則（令和３年６月16日法律第67号） 

この法律は、公布の日から施行する。 
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令和元年男女共同参画に関する県民の意識・実態調査の概要 

 

１．調査の範囲および対象 

  島根県内に居住する満 18歳以上の男女 

 

２．標本数と標本抽出方法 

  選挙人名簿による層化二段無作為抽出法により、男女 2,000人を抽出 

 

３．調査の方法と実施時期 

  郵送配布・郵送回収による郵送調査法 

   令和元年７月２３日（火）調査票発送 

        ９月３０日（月）最終回答票到着 

 

４．調査の内容 

  性別役割、女性の社会参画、女性と仕事、仕事と家庭生活・地域・個人の生活、女性の人権、

行政への要望など、男女共同参画に関わる重要課題について、全１８問のアンケート 

 

５．回収結果 

  調査標本数 2,000人 

  回収数     900人（うち 4件無効） 

  有効回収数   896人（女性 494人、男性 379、その他 1人、性別不明 22人） 

 

６．調査結果 

（１）男女の平等感、性別役割などについて 

○男女の地位の平等感（問１、図１） 

・ 各分野における男女の地位の平等感について、「平等」とする回答が高い分野は「学

校教育の場」のみであり、それ以外のすべての分野で「平等」よりも男性優遇の意識が

高い。特に、依然として「政治の場」及び「社会通念・慣習・しきたり」の分野での男性

優遇感が顕著である。 

・ 社会全体でみた男女の平等感については、依然として男性優遇の意識が７割を超えて

いる。また、男女の回答を比較すると、「男性の方が優遇されている」とする回答は女

性(82.2％)の方が男性(68.6％)を上回っている。 

（％）   

   

 

         H26年度          R 元年度        全国 R元年度   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

男性優遇 平等 女性優遇 男性優遇 平等 女性優遇 男性優遇 平等 女性優遇 

家庭生活で   60.3 32.6   6.3   55.4   36.0   6.1     44.9  45.5   7.2 

職場で   61.7  28.4   7.7   53.8   31.5   7.3    53.5  30.7   5.0 

学校教育の場で   23.6 68.2   3.6    22.4  63.3   3.9    18.5  61.2   2.6 

政治の場で   85.2  12.0   1.6    75.7  16.1   1.8     79.0  14.4   1.2 

法律や制度上で   46.7  42.7   8.6   48.3   38.1   6.5     46.9  39.7   4.4 

社会通念・慣習・ 

しきたりなどで 

  83.0  

 

13.4   2.4  

 

  77.1  

 

14.8 

 

  2.7   

 

  70.1 

 

 22.6 

 

  2.3 

 

地域活動で   56.4 33.9   8.5    53.7  35.2   6.5     34.7  46.5  10.2 

社会全体で 

  （女性） 

  （男性） 

  79.5  

  84.1  

  75.1  

15.7 

12.7 

18.5 

  4.1 

  2.5 

  5.6  

  76.3   

  82.2   

  68.6  

15.7 

12.1 

20.8 

  4.0 

  1.8 

  7.1   

  74.1 

  77.5 

  70.2 

 21.2 

 18.4 

 24.5 

  3.1 

  1.9 

  4.4 

   「男性優遇」＝「男性の方が非常に優遇」＋「どちらかといえば男性の方が優遇」  

   「女性優遇」＝「女性の方が非常に優遇」＋「どちらかといえば女性の方が優遇」 
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 ○性別役割等に関する意識（問２、図２） 

・ 典型的な役割分担意識を示す「男は外で働き、女は家庭を守るべきである」とする意識を

否定する回答は 70.8％で、前回調査(65.2％)よりも否定割合が増えているとともに、全国

調査(59.8％）と比べても否定割合が高い。 

・ 「男は外で働き、女は家庭を守るべきである」という考え方について、性・年齢別にみる

と、男女とも 70 歳以上は依然として他の年代より否定意識が低いが、今回の調査でも女性

はすべての年代で否定意識の割合が 5 割以上を示している。一方男性は、前回調査で 70 歳

以上は肯定的な考え方が過半数を占めていたが、今回調査では否定的な考え方が半数を超え

ている（肯定計 62.1%→41.2％、否定計 36.8%→52.9%）。その結果、女性と同様に、すべて

の年代で否定意識の割合が 5割以上を示している。 

・ 他の項目については、「女性は気配り、男性は決断力」（肯定計 64.3％）の肯定意識が高くな

っている。今回の調査では、「子育ては母親」に対する肯定意識が前回から大きく変化して

いる（肯定計：70.0%→59.0%の 11.0 ポイント減）。この 5 年間で性別役割分担意識は全体

的にやや弱まる傾向が表れている。 

・ 男女別でみると、「子育ては母親」で特に男性の方が肯定割合が高く（女性 53.4%、男性

66.5%）、逆に「自治会などの代表者は男性」で特に女性の肯定割合が高くなっている（女

性 62.8%、男性 49.3%）。  

（％）           

  H26年度 R元年度 全国 

R元年度 

 

「男は仕事、女は家庭」に対する否定意識 65.2    70.8    59.8 

「自治会などの代表者は男性」に対する肯定意識 62.0    56.8   － 

「女性は気配り、男性は決断力」に対する肯定意識 71.5    64.3       － 

「子育ては母親」に対する肯定意識 70.0   59.0      － 

「家事、介護は女性向き」に対する肯定意識 60.7    51.7       － 

否定意識＝「そう思わない」＋「どちらかといえばそう思わない」 

  肯定意識＝「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」 

   

（２）女性の社会参画について 

  ○女性が増える方がよい職業・役職（問３） 

・ 女性が増える方がよい職業や役職について、もっとも回答が多いのは「議会の議員」（61.8%）

で、次いで弁護士、医師などの専門職」（55.0%）、「公務員の管理職」（51.1%）となって

いる。また、男女別でみると、「自治会長、ＰＴＡ会長など」、「農業・漁業協同組合、森

林組合の役員」、「県知事・市町村長」、「議会の議員」などで女性よりも男性からの支持

率が高い。 

 

  ○女性の意見の反映度（問４、図３） 

・ 女性意見の県の政策への反映度について、「反映されている」とする回答は 46.1％で前回

調査(46.2％)とほぼ変わらないが、依然として、「反映されていない」とする 48.9％(前回

52.4％)を下回っている。 

・ 反映されていない理由としては、前回調査同様、①「県議会や行政機関などの政策・方針

決定の場に女性が少ないから」(34.9%)と②「女性の意見や考え方に対して県議会や行政機関

の側の関心が薄いから」(20.5％)の割合が高かった。 

 

（３）女性と仕事について  

○女性の就業、働き続けやすさ（問５～問６、図４・５） 

・ 女性と仕事に関する考え方については、①「子どもができても、ずっと仕事を続ける方が

よい（就労継続型）」(53.1％)、②「子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕

事に就く方がよい（中断・再就労型）」(26.5％)とする回答が多く、この２項目で約８割を
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占めている。就労継続型は平成１１年度調査から毎回増加していたが、今回やや減少した（前

回 54.5％）。中断・再就労型は、毎回減少しており、今回も減少した（前回 31.1%）。 

（％）          

  H11年度 H16年度 H21年度 H26年度 R元年度 全国 

R元年度 

 

就労継続型 34.5 39.3 43.4 54.5 53.1 61.0 

中断・再就労型     44.7     42.2     39.8     31.1 26.5 20.3 

      就労継続型＝子供ができても、ずっと仕事を続ける方がよい 

      中断・再就労型＝子供ができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事に就く方がよい 

 

・ 女性の働き続けやすさについては、「働き続けにくい」との認識が、６割を超えているが

（65.6%）、前回調査(70.3％) からはやや減少している。また、「働き続けやすい」とする

回答も女性、男性ともにやや増加している（女性 27.8％→30.4％の 2.6 ポイント増、男性

29.2％→32.7％の 3.５ポイント増）。 

・ 女性が働き続ける上での障害としては、①「育児施設が十分でない」（61.4%）、②「短期

契約、パートタイム、臨時雇いなど不安定な雇用形態が多い」（52.4%）、③「長時間労働や

残業がある」(41.3％)などが多く選択されている。 

  

（４）仕事、家庭生活、地域・個人の生活について 

 ○仕事、家庭生活、地域・個人の生活のバランス、家庭の仕事等の役割分担 

（問７～問 10、図６～８） 

・ 希望としては、優先したいものとして「仕事と家庭生活」（33.7％）が最も高く、次いで

「家庭生活」（20.4％）、「仕事と家庭生活と地域・個人の生活」（19.6%）」となっている。 

・ 「仕事」を優先したいとする回答は、男性（7.1%）が女性（2.2%）を上回っている。一方

で、「家庭生活」を優先したいとする回答は、女性（22.5%）が男性（17.7%）を上回ってい

る。 

・ 現実に優先しているものは、①「仕事と家庭生活」(25.2％)、次いで②「仕事」(24.2％)、

③「家庭生活」(22.4％)の順となっているが、男女の回答を比較すると、女性は①「家庭生

活」(29.6％)、②「仕事と家庭生活」(25.9％）、③「仕事」（18.0％）の順となっているの

に対して、男性は①「仕事」（31.9％）、②「仕事と家庭生活」(25.１％)、③「家庭生活」

(13.5％)の順となっている。 

・ 家庭生活、地域・個人の生活、休養の時間等について、「取れている」とする回答が多い

のは①「家庭生活」(76.8％)で、次いで②「休養」(59.4％)、③「地域・社会活動」(47.1％)、

④「学習・研究、趣味・娯楽、スポーツなど」(46.4％)の順となっている。 

・ 家庭の仕事等を誰が主に担当しているかという質問に対して、家事・育児・介護に関する

「食事のしたく」、「食事のかたづけ」、「掃除」、「小さな子どもの世話」、「介護の必

要な高齢者・病人の世話」の５項目は「該当する仕事はない」場合を除くといずれも「妻が

することが多い」の割合が最も高くなっている。 

・ 男性が家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくためには、①「夫婦や家族

間でのコミュニケーションをよくはかること」（58.0%）との回答が最も多く、続いて、②「男

性が家事・育児などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと」（54.8%）や③

「男性による家事・育児などについて、職場における上司や周囲の理解を進めること」（48.7%）

の回答が多くなっている。 

 

（５）女性の人権について 

  ○女性への暴力について（問 11～問 16、図９～１０） 

・ セクシュアル・ハラスメントの被害経験については、直接経験したことがある人が全体で

10.7％(前回 8.7％)、身近な人も含めた被害経験者は 25.9％(前回 23.9％)となっている。な

お、女性に限定しての直接被害の経験者は 17.2％(前回 14.1％)となっている。 
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・ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害経験では、直接自分が経験したことがある

人が全体で 7.8％(前回 7.1％)、身近な人も含めた被害経験者は 22.9％(前回 25.9％)となっ

ている。なお、女性に限定しての直接被害の経験者は 10.7％(前回 9.8％)となっている。 

・ ＤＶが起こる背景・要因として、最も回答が多いのは①「現代社会はストレスが大きいか

ら」(49.2%)で、次いで②「配偶者（パートナー）間におけるコミュニケーションがとれてい

ないから」(37.7%)、③「配偶者（パートナー）間の暴力は、犯罪・人権侵害という認識が低

く、配偶者（パートナー）に対する暴力を容認する社会通念があるから」(34.7%)となってい

る。 

・ デートＤＶの被害経験では、直接自分が経験したことがある人が全体で 2.0％、身近な人

も含めた被害経験者は 8.9％となっている。なお、女性に限定しての直接被害の経験者は 2.6

％となっている。 

・ これまでに DV やデートＤＶに関する講座を受講したことがあるとした回答は、10.2%であ

った。 

・ 女性への暴力をなくす方策としては、①「被害女性のための相談機関や保護施設の整備」

(53.1%)、②「あらゆる差別や暴力を許さない人権尊重の教育の充実」(47.8%)、③「捜査や

裁判での担当者に女性を増やし、被害女性が届けやすいようにする」(47.1%)が多く選択され

ている。 

 

（６）男女共同参画に関する行政への要望（問 17） 

・ 行政への要望について、最も回答が多いのは①「育児休業制度の充実や労働環境の整備」

(52.0％)で、次いで②「保育所等、その他子育てに関する施設やサービスの充実」(50.6％)、

③「高齢者や病人の施設や介護サービスの充実」(50.1％)、④「子育てで仕事を退職した人

の再就職支援」(48.9％)となっている。 
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●図１ 社会全体で見た男女の地位の平等感（問１－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図２ 性別役割等に関する意識（問２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 男は外で働き、女は家庭を守るべき
である

26.7 70.8

(2) 自治会などの団体の代表者は、
男性の方がうまくいく

56.8 41.2

(3) 女性には細やかな気配りが、
男性にはいざというときの決断力が
必要だ

64.3 33.6

(4) 子育ては、やはり母親でなくては
と思う

59.0 39.3

(5) 家事、介護は女性の方が向いている
と思う

51.7 46.1

そ
う
思
う

（
①
＋
②

）

そ
う
思
わ
な
い

（
③
＋
④

）

4.0

14.8

27.5

15.0

12.1

22.7

42.0

36.8

44.1

39.6

25.1

16.7

13.1

17.7

21.5

45.6

24.4

20.5

21.5

24.6

2.6

2.0

2.1

1.7

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①そう思う

②どちらかといえば

そう思う

③どちらかといえば

そう思わない

④そう思わない 無回答

(0.7)(29.9) (34.1)(23.8) (41.5)(4.2) (65.2)

(60.2) (37.2)

(71.5)

(70.0) (29.1)

(27.6)

(60.7) (38.4)

(37.2)

(20.3)

(14.1)

(42.3)(19.6) (18.0) (19.2) (0.9)

(49.7)

(N=896）

(46.6)

(34.3) (14.6)(13.0)

(0.9)

(1.0)

(15.5)(13.6)

(18.9) (19.5) (0.9)

(  ) は前回数値

全体 (n=896) 76.3 4.0

女性 (n=494) 82.2 1.8

男性 (n=379) 68.6 7.1

男
性
の
方
が

優
遇
さ
れ
て
い
る

（
①
＋
②

）

女
性
の
方
が

優
遇
さ
れ
て
い
る

（
④
＋
⑤

）

7.0

9.7

3.7

69.3

72.5

64.9

15.7

12.1

20.8

3.9

1.8

6.9

0.1

0.0

0.3

3.9

3.8

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(7.9)①男性の方が非常に

優遇されている
②どちらかといえば

男性の方が
優遇されている

③平等

④どちらかといえば

女性の方が
優遇されている

⑤女性の方が非常に
優遇されている

無回答

(7.9)

(73.7)

(69.7)

(15.7)(71.6)

(10.4)

(5.5)

(79.5)

(2.5)(84.1)

(4.1)

(75.1) (5.6)
(18.5)

(12.7)

(4.9)

(0.0)

(0.8) (0.8)

(3.7)

(0.6)

(0.4) (0.7)

(  ) は前回数値

(2.5)
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●図３ 県の政策への女性の意見の反映度（問４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図４ 女性と仕事について（問５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 (n=896) 46.1 48.9

女性 (n=494) 40.1 54.3

男性 (n=379) 53.6 42.7

反
映
さ
れ
て
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る

（
①
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）

反
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さ
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な
い

（
③
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）
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1.6

2.9

43.8

38.5

50.7

44.2

49.2

38.3

4.7

5.1

4.5

5.0

5.7

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

④ほとんど（全く）

反映されていない
②ある程度

反映されている

③あまり反映されていない

①十分

反映されている 無回答

(1.6) (44.5)

(39.8)(0.6)

(2.4)

(47.1)

(49.2) (42.4)

(52.2)

(4.5)

(46.2)

(40.4)

(52.4)

(58.2)

(46.9)(51.6)

(5.3)

(1.5)

(1.4)(6.1)

(1.4)

今回調査
(n=896)

平成26年度調査
(n=1,044)

平成21年度調査
(n=992)

平成16年度調査
(n=992)

平成11年度調査
(n=948)
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0.7

0.5

1.1

0.9
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6.8 
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31.1

39.8

42.2

44.7

9.7

5.9

6.1

7.1

7.1

4.2

0.9

0.8

0.5

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性は仕事に

就かない方がよい

結婚するまでは、

仕事を続ける方がよい

子どもができるまでは、

仕事を続ける方がよい

子どもができても、

ずっと仕事を続ける方がよい

子どもができたら仕事を

やめ、大きくなったら再び

仕事に就く方がよい

その他

無回答
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●図５ 女性の働きやすさ（問６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図６ 仕事、家庭、地域・個人の生活の希望（問７―（１）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 (n=896) 31.3 65.6

女性 (n=494) 30.4 66.4

男性 (n=379) 32.7 64.9

働
き
続
け
や
す
い

（
①
＋
②

）

働
き
続
け
に
く
い

（
③
＋
④

）

3.7

2.8

4.7

27.6

27.5

28.0

54.8

54.0

55.7

10.8

12.3

9.2

3.1

3.2

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

④働き続けにくい②どちらかといえば

働き続けやすい

③どちらかといえば

働き続けにくい
①働き続けやすい 無回答

(3.7) (28.6) (70.3)

(71.8)(27.8)

(69.1)(29.2)

(24.9)

(23.9)(3.9)

(57.6) (12.7)

(3.4)

(1.1)

(57.3)(25.8) (1.7)(11.9)

(0.4)(13.7)(58.0)

(  ) は前回数値

全体 (n=896)

女性 (n=494)

男性 (n=379)
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2.2

7.1
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17.7
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33.7
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5.6
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7.4

19.6

19.8

19.3

3.7

3.8

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「家庭生活」を優先したい

「地域・個人の生活」

を優先したい
「仕事」を

優先したい
無回答

「仕事」と「家庭生活」

をともに優先したい

「仕事」と

「地域・個人の生活」を

ともに優先したい

「家庭生活」と「地域・個人の生活」

をともに優先したい

「仕事」と「家庭生活」と

「地域・個人の生活」を

ともに優先したい
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●図７ 仕事、家庭、地域・個人の生活の現状（問７―（２）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図８ 日常生活における家庭の仕事等の役割分担（問９） 

 

 

 

 

　　　(n = 657)

(1) 食事のしたく

(2) 食事のかたづけ

(3) 掃除

(4) 小さい子どもの世話

(5)
介護の必要な高齢者・
病人の世話

(6)
家庭における重大な
事柄の決定

(7)
地域活動への参加
（自治会・ＰＴＡなど）
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13.1

11.6

4.4

4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

妻がすることが多い

無回答
妻と夫が同じ程度分担

夫がすることが多い

主に親や子どもなど夫婦以外

該当する仕事はない

全体 (n=896)

女性 (n=494)

男性 (n=379)

24.2

18.0

31.9

22.4

29.6

13.5

4.0

3.6

4.5

25.2
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3.2

7.1
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8.5

6.3

7.8

7.1

8.7

3.9

4.0

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「家庭生活」を優先している

「地域・個人の生活」

を優先している

「仕事」を

優先している

無回答

「仕事」と「家庭生活」を

ともに優先している

「仕事」と

「地域・個人の生活」

をともに優先している

「家庭生活」と「地域・個人の生活」

をともに優先している

「仕事」と「家庭生活」と

「地域・個人の生活」を

ともに優先している
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●図９ セクシャル・ハラスメントの経験（問１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●図 10 ドメスティック・バイオレンスの経験（問１２） 
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令和元年度島根県企業向けアンケート調査の概要 

                                            

  

調査対象 

 

・島根県内の事業所 1,000社に対し、 

 経営者向け1通、社員向け2通（男性社員向け、女性社員向け各1通）を送付 

実施時期 ・令和2年1月22日発送、令和2年2月7日締切 

回収状況 

 

 

・経営者向け 364件 （回収率36.4%） 

・社員向け  733件 （回収率36.7%） 

※男性社員332件（回収率33.2%）、女性社員401件 （回収率40.1%） 

 
【 経営者向けアンケート 】 

  

回答企業の社員数の平均と正規社員の平均勤続年数、役員・管理職員数の平均 

 社員数の平均 正規社員の 
平均勤続年数 

役員・管理職
員数の平均 正規社員 非正規社員 

男性 15.4人 5.8人 12.6年 5.4人 

女性 8.0人 8.5人 12.2年 1.3人 

 

回答企業の社員規模 

項目 件数 構成比 

9 人以下 113 31.0% 

10～29人 167 45.9% 

30～49人 31 8.5% 

50～299人 49 13.5% 

300以上 4 1.1% 

計 364 100.0% 

 

（1）部門別の女性社員の実態 

○ 「営業」では 61.5％、「研究・開発・設計」では 47.6％が、女性がいないと回答。 

○ 今後女性を増やそうと思っている割合は、「研究・開発・設計」が 40.5％と最も高く、次い

で「製造」が 33.3％であった。 

 

部門別の女性社員の実態 

項目 
貴社にある部門 女性のいない部門 

女性を増やそうと 

思っている部門 

件数 対全数※1 件数 割合※2 件数 割合※ 

人事・総務・経理 264 76.5% 13 4.9% 39 14.8% 

製造 81 23.5% 28 34.6% 27 33.3% 

営業 143 41.4% 88 61.5% 43 30.1% 

情報処理 41 11.9% 6 14.6% 8 19.5% 

企画・調査・広報 41 11.9% 11 26.8% 9 22.0% 

研究・開発・設計 42 12.2% 20 47.6% 17 40.5% 

販売・サービス 110 31.9% 23 20.9% 30 27.3% 

その他 112 32.5% 33 29.5% 26 23.2% 

※1 対全数は、有効回答数 345件に占める割合 

※2 割合は、各部門の回答数に占める割合（例：人事・総務・経理では、女性のいない部門への回答が 13であり、

これは人事・総務・経理部門があるとの回答 264の 4.9%にあたるという意味） 
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（2）女性の管理職登用への意向 

○ 「性別にかかわらず能力のある人材を登用していきたい」が 89.1%で、「できるだけ女性の

登用は避けたい」は 1.8%に留まった。 

○ 前回調査と比較すると、回答傾向は同様であるものの、「できるだけ女性の登用は避けたい」

が 5.6%から 1.8%へと減少している。 

 

女性の登用意向 

項目 件数 構成比 

女性を積極的に登用していきたい 30 9.1% 

性別にかかわらず能力のある人材を登用していきたい 295 89.1% 

できるだけ女性の登用は避けたい 6 1.8% 

計 331 100.0% 

 

＜前回との比較＞ 女性の登用意向 

 

 

（3）女性の管理職への登用打診の拒否の有無と拒否理由 

〇 女性社員に管理職への登用を打診した際に、「断られたことがある」が 12.3%となった。 

〇 断られた理由としては、「責任が重くなり、能力的に自信がない」が 52.6%で最も多く、以

下、「仕事と家庭生活の両立が困難になる」（21.1%）、「そこまでの働き方を望んでいない」

（18.4%）の順となった。 

 

女性の管理職への登用打診の拒否の有無 

項目 件数 構成比 

断られたことがある 42 12.3% 

断られたことはない 103 30.2% 

そもそも打診したことがない 196 57.5% 

計 341 100.0% 

 

＜前回との比較＞ 女性の管理職への登用打診の拒否の有無 
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拒否の理由 

項目 件数 構成比 

責任が重くなり、能力的に自信がない 20 52.6% 

仕事と家庭生活の両立が困難になる 8 21.1% 

そこまでの働き方を望んでいない 7 18.4% 

自分だけが目立つことは嫌だ 2 5.3% 

その他 1 2.6% 

計 38 100.0% 

 

＜前回との比較＞ 拒否の理由 

 

 

（4）女性の活躍推進の取組 

○ 「特に行っていない」が 67.9%で、全体の３分の２以上を占める。 

○ 何らかの取組を行っているなかでは、「職場環境・風土の改善（男女の役割分担意識に基づ

く慣行の見直し）を行っている」（15.8%）が最も多く、次いで「社員に対し、女性の能力発揮

の重要性について啓発を行っている」（8.8%）、「女性活躍を推進するためのセミナーに経営者

や男性社員が参加している」（4.5%）と続く。 

 

女性の活躍推進のため取組（複数回答） 

項目 件数 構成比 

女性の能力発揮の状況や問題点について調査・分析している 12 3.6% 

女性の能力発揮のための計画を策定している 12 3.6% 

経営計画に女性の活躍推進を記載している 13 3.9% 

社員に対し、女性の能力発揮の重要性について啓発を行っ

ている 
29 8.8% 

職場環境・風土の改善（男女の役割分担意識に基づく慣行

の見直し）を行っている 
52 15.8% 

女性活躍を推進するためのセミナーに経営者や男性社員

が参加している 
15 4.5% 

特に行っていない 224 67.9% 

その他 15 4.5% 

計 330 100.0% 
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（5）女性の活躍推進の課題 

○ 「出産や育児で長期休業したときの代替要員の確保が困難である」が 40.2%、「女性が担当

できる仕事が限られている」が 36.4%であった。 

 

女性の活躍推進の課題（複数回答：３つまで） 

項目 件数 構成比 

経営者や管理職の意識改革が不十分である 28 8.7% 

女性の意識改革が不十分である 56 17.4% 

女性の人材育成が不十分である 58 18.1% 

男性側の理解が不十分である 20 6.2% 

女性の人材が不足している 98 30.5% 

女性が担当できる仕事が限られている 117 36.4% 

交替勤務や夜間の勤務が多い 20 6.2% 

残業が多く、家庭との両立が難しい 24 7.5% 

出産や育児で長期休業したときの代替要員の確保が困難

である 
129 40.2% 

女性に配慮した職場内の施設（女性専用の休憩室等）整備

の費用負担が重い 
52 16.2% 

その他 18 5.6% 

計 321 100.0% 

 

＜前回との比較＞ 女性の活躍推進の課題（複数回答：３つまで） 

 

 

 

 

 

 

8.7%

17.4%

18.1%

6.2%

30.5%

36.4%

6.2%

7.5%

40.2%

16.2%

5.6%

11.1%

27.0%

19.9%

5.2%

25.7%

42.0%

10.4%

13.4%

41.0%

10.7%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

経営者や管理職の意識改革が不十分である

女性の意識改革が不十分である

女性の人材育成が不十分である

男性側の理解が不十分である

女性の人材が不足している

女性が担当できる仕事が限られている

交替勤務や夜間の勤務が多い

残業が多く、家庭との両立が難しい

出産や育児で長期休業したときの代替要員の確

保が困難である

女性に配慮した職場内の施設（女性専用の休憩

室等）整備の費用負担が重い

その他

今回

前回



【附属資料 10】 

- 100 - 

（6）期待される行政施策 

○ 「子育て環境（保育所等）を整備する」が 52.5%で最も多く、以下、「企業における女性の

再雇用の取組みを支援する」（31.2%）、「行政が率先して、女性の活躍推進に取り組む」（30.3%）

と続く。 

 

期待される行政施策（複数回答：３つまで） 

項目 件数 構成比 

女性活躍に取り組む企業の PR を行う 30 9.6% 

男性の家事・育児・介護の参画を促すセミナーを実施する 22 7.0% 

企業における女性の再雇用の取組みを支援する 98 31.2% 

女性活躍を推進するアドバイザーやコンサルタント等を

企業に派遣する 
25 8.0% 

働く女性同士の情報交換や異業種交流等のネットワーク

づくりを支援する 
54 17.2% 

女性活躍の先進事例・メリット等の情報を企業に提供する 65 20.7% 

経営者や男性管理職向けのセミナーを実施する 19 6.1% 

女性管理職を養成するセミナーを実施する 45 14.3% 

子育て環境（保育所等）を整備する 165 52.5% 

行政が率先して、女性の活躍推進に取り組む 95 30.3% 

その他 20 6.4% 

計 314 100.0% 
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【 社員向けアンケート 】 

（1）世帯構成と子育てへの協力態勢 

○ 世帯構成は、男性・女性ともに「二世代世帯（親と子ども）」が約半数を占めた。 

○ 仕事と育児の両立のために親（義親を含む）の協力について、男性・女性とも８割以上が

「得られる」と回答。 

世帯構成 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

単身世帯（一人住まい） 39 12.0% 36 9.1% 

一世代世帯（夫婦のみ） 66 20.3% 87 21.9% 

二世代世帯（親と子ども） 173 53.2% 189 47.6% 

三世代世帯（親と子どもと孫） 33 10.2% 65 16.4% 

その他 14 4.3% 20 5.0% 

計 325 100.0% 397 100.0% 

 

仕事と育児の両立のための親（義親を含む）の協力の可否 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

得られる 96 85.7% 128 81.0% 

得られない 16 14.3% 30 19.0% 

計 112 100.0% 158 100.0% 

注）「高校生以下の子どもがいる」と回答した方のみ 

 

（2）管理職への昇進意向 

○ 「管理職になりたい（なりたかった）」との回答は、男性では 41.2%あったが、女性は 12.7%。 

○ 前回調査と比較すると、男女ともに「管理職になりたい（なりたかった）」の割合が減少。 

○ 管理職になりたい理由について、男性は、「給与が上がるから」（39.7%）が最も多く、女性

は「やりがいや責任のある仕事ができるから」（44.4%）が最も多い。 

○ 管理職になりたくない理由（３つまで）について、男性・女性ともに「責任が重くなるの

が嫌だから」（男性 56.0%、女性 49.9%）が最も多い。２位以下は、男性が、「自分の能力に自

信がないから」（37.2%）、「今のままで不満はないから」（34.6%）と続き、女性は、「自分の能

力に自信がないから」（44.8%）、「仕事と家庭の両立が困難だから」、（34.8%）と続く。 

 

管理職への昇進意向 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

管理職になりたい（なりたかった） 134 41.2% 50 12.7% 

管理職になりたくない（なりたくなかった） 191 58.8% 343 87.3% 

計 325 100.0% 393 100.0% 
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＜前回との比較＞ 管理職への昇進意向 

 

 

管理職になりたい理由 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

給与が上がるから 50 39.7% 11 24.4% 

やりがいや責任のある仕事ができるから 38 30.2% 20 44.4% 

自由裁量の範囲が増えるから 16 12.7% 2 4.4% 

自分の能力・経験を活かすことができるから 18 14.3% 6 13.3% 

同世代の男性と同程度には昇任したいか

ら（女性限定） 
  5 11.1% 

その他 4 3.2% 1 2.2% 

計 126 100.0% 45 100.0% 

 

管理職になりたくない理由（複数回答：３つまで） 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

責任が重くなるのが嫌だから 107 56.0% 169 49.9% 

残業が増えるから 30 15.7% 48 14.2% 

自分の能力に自信がないから 71 37.2% 152 44.8% 

自分の体力に自信がないから 25 13.1% 45 13.3% 

転勤があるから 1 0.5% 3 0.9% 

残業手当が支給されなくなるから 17 8.9% 13 3.8% 

仕事と家庭の両立が困難だから 26 13.6% 118 34.8% 

今のままで不満はないから 66 34.6% 118 34.8% 

いつまでもこの会社で働き続けるつもり

がないから 
30 15.7% 27 8.0% 

周囲に女性の役職者がおらず管理職のイ

メージが湧かないから（女性限定） 
  25 7.4% 

その他 11 5.8% 21 6.2% 

計 191 100.0% 339 100.0% 
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（3）セクハラ・マタハラ・パタハラの体験 

○ 過去３年間にセクシャルハラスメント（セクハラ）を受けたり、見聞きしたことがあるか

について、男性の 1.2%、女性の 9.4%が直接受けたことがあると回答。 

 

セクハラの体験（複数回答） 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

セクハラを直接受けたことがある 4 1.2% 37 9.4% 

セクハラを見聞きしたことがある 59 18.0% 41 10.4% 

セクハラを受けたり、見聞きしたことはない 265 81.0% 315 80.2% 

計 327 100.0% 393 100.0% 

 

○ 過去３年間にマタニティハラスメント（マタハラ）またはパタニティハラスメント（パタ

ハラ）を受けたり、見聞きしたことがあるかについて、男性の 0.3%、女性の 1.6%が直接受け

たことがあると回答。 

 

マタハラ・パタハラの体験（複数回答） 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

マタハラまたはパタハラを直接受けたこ

とがある 
1 0.3% 6 1.6% 

マタハラまたはパタハラを見聞きしたこ

とがある 
13 4.2% 27 7.1% 

マタハラまたはパタハラを受けたり、見聞

きしたことはない 
293 95.4% 346 91.3% 

計 307 100.0% 379 100.0% 

 

（4）育児休業の取得意向 

○ 今あなた（もしくは配偶者）が仮に出産することとなった場合、男性では「育児休業を取

得し、一定期間後、現在の職場に復職したい」が 44.4%で最も多く、「育児休業は取得せず、

仕事を続けたい」が 44.1%と続く。女性では、「育児休業を取得し、一定期間後、現在の職場

に復職したい」が 67.7%で、最も多く、「子育てのため離職し、一定期間後、別の職場に正規

社員として就職したい」が 13.6％と続く。 

 

育児休業の取得意向 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

育児休業は取得せず、仕事を続けたい 141 44.1% 14 3.6% 

育児休業を取得し、一定期間後、現在の職

場に復職したい 
142 44.4% 264 67.7% 

子育てのため離職し、当面働きたくない 11 3.4% 26 6.7% 

子育てのため離職し、一定期間後、別の職

場に正規社員として就職したい 
12 3.8% 53 13.6% 

子育てのため離職し、一定期間後、非正規

社員として就職したい 
4 1.3% 25 6.4% 

その他 10 3.1% 8 2.1% 

計 320 100.0% 390 100.0% 
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（5）女性活躍推進の課題 

○ 男女とも「出産や育児で長期休業したときの代替要員の確保が困難である」（男性 38.0%、

女性 40.9%））が最も多く、男性では「女性が担当できる仕事が限られている」（35.0%）、「経

営者や管理職の意識改革が不十分である」（22.8%）が続き、女性では、「女性の人材が不足し

ている」（21.4%）、「経営者や管理職の意識改革が不十分である」（20.6%）が続く。 

 

 

女性活躍推進の課題（複数回答：３つまで） 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

経営者や管理職の意識改革が不十分である 69 22.8% 75 20.6% 

女性の意識改革が不十分である 59 19.5% 54 14.8% 

女性の人材育成が不十分である 59 19.5% 65 17.9% 

男性側の理解が不十分である 42 13.9% 54 14.8% 

女性の人材が不足している 69 22.8% 78 21.4% 

女性が担当できる仕事が限られている 106 35.0% 64 17.6% 

交替勤務や夜間の勤務が多い 26 8.6% 18 4.9% 

残業が多く、家庭との両立が難しい  19 6.3% 38 10.4% 

出産や育児で長期休業したときの代替要

員の確保が困難である 
115 38.0% 149 40.9% 

女性が働きやすい職場環境にするための

施設整備が整っていない 
59 19.5% 71 19.5% 

その他 12 4.0% 26 7.1% 

計 303 100.0% 364 100.0% 

 

（6）期待される行政施策 

○ 男女とも「子育て環境（保育所等）を整備する」が最も多く、男性で 47.9%、女性で 60.3%

であった。２位は、「企業における女性の再雇用の取組みを支援する」で、男性 41.5%、女性

36.8%となった。 

 

期待される行政施策（複数回答：３つまで） 

項目 
男性 女性 

件数 構成比 件数 構成比 

女性活躍に取り組む企業の PR を行う 54 17.4% 33 8.8% 

男性の家事・育児・介護の参画を促すセミナーを実施する 51 16.4% 82 21.9% 

企業における女性の再雇用の取組みを支援する 129 41.5% 138 36.8% 

女性活躍を推進するアドバイザーやコンサルタント等を

企業に派遣する 
21 6.8% 30 8.0% 

働く女性同士の情報交換や異業種交流等のネットワーク

づくりを支援する 
55 17.7% 52 13.9% 

女性活躍の先進事例・メリット等の情報を企業に提供する 57 18.3% 29 7.7% 

経営者や男性管理者向けのセミナーを実施する 43 13.8% 63 16.8% 

女性管理職を養成するセミナーを実施する 28 9.0% 32 8.5% 

子育て環境（保育所等）を整備する 149 47.9% 226 60.3% 

行政が率先して、女性の活躍推進に取り組む 82 26.4% 87 23.2% 

その他 13 4.2% 19 5.1% 

計 311 100.0% 375 100.0% 
 



【附属資料 11】 

- 105 - 

男女共同参画関係年表 
年 世界（国際機関） 日 本 島 根 県 

1957 年 
(昭和 32 年) 

  ・「婦人相談所」設置 

1958 年 
(昭和 33 年) 

  ・婦人保護施設「新生苑」設置 

1975 年 
(昭和 50 年) 

・国際婦人年世界会議（メキシコシティ） 

・「世界行動計画」採択 

・「国連婦人の十年」宣言 

・「婦人問題企画推進本部」設置（総理
府） 

・「婦人問題企画推進会議」開催 

 
 

1976 年 
(昭和 51 年) 

・ILO（国際労働機関）事務局に婦人労働
問題担当室設置 

  

1977 年 
(昭和 52 年) 

 ・「婦人の政策決定参加を促進する特別活
動推進要綱」決定 

・「国内行動計画前期重点目標」策定 

・国立婦人教育会館（現 国立女性教育会
館）開館 

・商工労働部労政訓練課内に婦人担当窓口
を設置 

 

1978 年 
(昭和 53 年) 

 ・「国内行動計画」第１回報告 

 

・「婦人問題庁内連絡会議」設置 

1979 年 
(昭和 54 年) 

・第 34 回国連総会で、｢女子に対するあら
ゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣
（女子差別撤廃条約）」採択 

 ・「島根県婦人問題懇話会」設置（～1992
年） 

・第１回「婦人の生活実態と意識に関する
調査」実施 

1980 年 
(昭和 55 年) 

・「国連婦人の十年」中間年世界会議（コ
ペンハーゲン） 

・「国連婦人の十年後半期行動プログラ
ム」採択 

・「国内行動計画」第２回 

・「女子差別撤廃条約」署名報告 

 

・「島根県婦人問題シンポジウム」開催
（～1985 年） 

 

1981 年 
(昭和 56 年) 

・ILO「家族的責任を有する男女労働者の
機会及び待遇の均等に関する条約」
（156 号）採択 

・国連婦人の 10 年ナイロビ会議 

・「国内行動計画後期重点目標」策定 

・新学習指導要領、中学校「技術・家庭
科」改善  

・「島根県婦人行動計画」策定（昭和 56～
60 年） 

・商工労働部労政訓練課内に「婦人係」を
新設 

1982 年 
(昭和 57 年) 

  ・県議会が「女子差別撤廃条約」早期批准
に関する意見書決議 

・県下全市町村に婦人問題担当窓口設置 

・「婦人就業サービスセンター」設置 

1983 年 
(昭和 58 年) 

  ・啓発紙「しまねの女性」発行 

1984 年 
(昭和 59 年) 

・国連婦人の十年 EACAP 地域政府間準備
会議（東京） 

・「国籍法」・「戸籍法」改正（父母両系血
統主義へ）（1986 年 1 月施行） 

・社会福祉部児童家庭課内に「婦人青少年
室」を新設し、女性施策担当を移管 

・「島根県婦人団体連絡会議」設置 

・「婦人問題地域セミナー」実施（～1987
年） 

1985 年 
(昭和 60 年) 

・「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議 

・（西暦 2000 年に向けての）「婦人の地位
向上のためのナイロビ将来戦略」採択 

・「男女雇用機会均等法」公布（1986 年
４月施行） 

・「労働基準法」改正 

・「女子差別撤廃条約」批准 

・第２回「婦人の生活実態と意識に関する
調査」実施 

1986 年 
(昭和 61 年) 

 ・婦人問題企画推進本部拡充（構成を全省
庁に拡大、任務も拡充） 

・「婦人問題企画推進有識者会議」開催 

・「明日をひらくしまねの女性基本計画」
策定 

・「婦人問題研究集会」実施 

1987 年 
(昭和 62 年) 

 ・「西暦 2000 年に向けての新国内行動計
画」策定 
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年 世界（国際機関） 日 本 島 根 県 

1988 年 
(昭和 63 年) 

 ・女子差別撤廃条約実施状況第１回報告審
議 

・「婦人週間 40 周年記念全国会議」開催 

・農林水産省「農山漁村婦人の日」設定 

・「女性学セミナー」実施（～1991 年） 

1989 年 
(平成元年) 

 ・新学習指導要領の告示（家庭科教育にお
ける男女同一の教育課程の実現等） 

 

1990 年 
(平成 2 年) 

・国連婦人の地位委員会拡大会議（ウィー
ン） 

・国連経済社会理事会「婦人の地位向上の
ためのナイロビ将来戦略に関する第１回
見直しと評価に伴う勧告及び結論」採択 

・「西暦 2000 年に向けての新国内行動計
画」の見直し方針決定 

・第３回「婦人の生活実態と意識に関する
調査」実施 

・「市町村婦人対策推進モデル事業」実施 

・「島根県婦人海外派遣事業（婦人の翼）」
開始 

1991 年 
(平成 3 年) 

 ・「西暦 2000 年に向けての新国内行動計
画」改定（第 1 次改定） 

・「育児休業法」公布（1992 年４月施行） 

・「明日をひらくしまねの女性基本計画」
の見直しと中期重点項目の策定 

・「男女共同参画社会を考える広場」開始 

1992 年 
(平成 4 年) 

 ・「介護休業制度等に関するガイドライ
ン」策定 

・初の婦人問題担当大臣を任命 

・「公益信託しまね女性ファンド」設立 

・「しまね女性情報センター」設置 

1993 年 
(平成 5 年) 

・世界人権会議（ウィーン）、女性に対す
る暴力撤廃宣言 

・「男女共同参画社会づくりに関する推進
体制の整備について」決定  

・「短時間労働者の雇用管理の改善等に関
する法律（以下、パートタイム労働
法）」公布 

・中学校で家庭科が男女必須化 

・環境生活部県民課内に「女性政策室」設 
 置 

・婦人相談所が「社会福祉部」から「環境
生活部」へ移管 

・「婦人就業サービスセンター」を「女性
就業サービスセンター」に改称 

・「島根県婦人問題懇話会」から「島根県
女性行政推進会議」へ改組 

1994 年 
(平成 6 年) 

・「開発と女性」に関する第２回アジア・
太平洋大臣会議（ジャカルタ） 

・「ジャカルタ宣言及び行動計画」採択 

・国際人口開発会議で「行動計画」採択
（カイロ） 

・女子差別撤廃条約実施状況第２回及び第
３回報告審議 

・「男女共同参画室（総理府）」設置 

・「男女共同参画審議会」設置（政令） 

・「男女共同参画推進本部」設置 

・高校で家庭科が男女必須化 

・「婦人相談所」を「女性相談センター」
に改称 

・「女性 100 人委員会」発足（～1998
年） 

1995 年 
(平成 7 年) 

・第 4 回世界女性会議－平等、開発、平
和のための行動－を開催（北京） 

・「北京宣言及び行動綱領」採択 

・「育児休業法」改正（介護休業制度の法
制化） 

 ・「ILO156 号条約」批准 

・島根県新女性計画「しまね女性プラン
21」策定（平成 7～12 年度） 

・「島根県女性政策推進本部」設置 

・「しまね女性会議」設立 

・「島根県立女性総合センター整備基本構
想検討委員会」設置 

・第４回「女性の生活実態と意識に関する
調査」実施 

1996 年 
(平成 8 年) 

 

・男女共同参画審議会「男女共同参画ビジ
ョン」答申 

・男女共同参画推進連携会議（えがりてネ
ットワーク）発足 

・「男女共同参画 2000 年プラン」策定 

 

1997 年 
(平成 9 年) 

 ・男女共同参画審議会設置（法律） 

・「男女雇用機会均等法」改正（女性に対
する差別の禁止等）（1999 年４月施行） 

・「介護保険法」公布（2000 年４月施行） 

 

1998 年 
(平成 10 年) 

 ・男女共同参画審議会「男女共同参画社会
基本法－男女共同参画社会を形成するた
めの基礎的条件づくり－」答申 

・「(財)しまね女性センター」設立 
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年 世界（国際機関） 日 本 島 根 県 

1999 年 
(平成 11 年) 

・ＥＳＣＡＰハイレベル政府間会議開催
（バンコク） 

・「男女共同参画社会基本法」公布・施行 

・「食料・農業・農村基本法」公布・施行
（女性の参画の促進を規定）  

・「島根県立女性総合センター」（あすてら
す）開館 

・「島根県立女性センター条例」施行 

・女性相談センターの「島根県立女性総合
センター」内への移転 

・婦人保護施設「新生苑」廃止 

・「審議会等への女性の参画推進要綱」施
行 

2000 年 
(平成 12 年) 

・国連特別総会｢女性 2000 年会議｣（ニュ
ーヨーク） 

・ミレニアム開発目標（MDGｓ）設定（目
標 3：ジェンダー平等推進と女性の地位
向上） 

・「女性・平和・安全保障に関する国連安
保理決議第 1325 号」採択 

・男女共同参画審議会「女性に対する暴力
に関する基本的方策について」答申 

・「国の審議会等における女性委員の登用
について」決定 

・男女共同参画審議会「男女共同参画基本
計画策定に当たっての基本的な考え方－
21 世紀の最重要課題－」答申 

・「男女共同参画基本計画」閣議決定 

・第１回「男女共同参画に関する県民の意
識・実態調査」実施 

2001 年 
(平成 13 年) 

 ・省庁再編に伴い、「男女共同参画会議」・
「男女共同参画局」（内閣府）設置 

・「女性国家公務員の採用・登用等の促進
について」、「女性に対する暴力をなくす
運動について」決定 

・「仕事と子育ての両立支援策の方針につ
いて」閣議決定 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律」公布・施行 

・「育児休業法」改正（対象となる子の年
齢の引き上げ等）（2002 年４月施行） 

・島根県男女共同参画計画（しまねパート
ナープラン 21）策定（平成 13～22 年
度） 

・「女性就業サービスセンター」廃止 

・環境生活部県民課内に「男女共同参画
室」設置 

・「島根県女性政策推進本部」を「島根県
男女共同参画推進本部」に改称 

2002 年 
(平成 14 年) 

 

 ・「島根県男女共同参画条例」施行 

・「島根県立男女共同参画センター条例」
施行（「島根県立女性センター条例」か
らの改称） 

・「島根県立女性総合センター」を「島根
県立男女共同参画センター」に改称 

・「島根県男女共同参画社会形成促進会
議」設置（「島根県男女共同参画推進本
部」からの改組） 

・「島根県男女共同参画審議会」設置 

・「島根県男女共同参画相談機関連絡会
議」設置 

・「女性に対する暴力対策関係機関連絡
会」設置 

・島根県女性相談センターに「配偶者暴力
相談支援センター」機能を附設 

2003 年 
(平成 15 年) 

 ・男女共同参画推進本部「女性のチャレン
ジ支援策の推進について」決定 

・女子差別撤廃条約実施状況第４回及び第
５回報告審議 

・「少子化社会対策基本法」公布・施行 

・「次世代育成支援対策推進法」公布・施
行 

・「島根県附属機関等の設置及び構成員の
選任等に関する条例」施行 

・「島根県男女共同参画推進会議」設置 

・「島根県男女共同参画サポーター」設置 

・「審議会等への女性の参画推進要綱」改
正 

2004 年 
(平成 16 年) 

 ・男女共同参画推進本部「女性国家公務員
の採用、登用の拡大等について」決定 

・男女共同参画社会の将来像検討会報告書
取りまとめ 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律」改正（暴力の定義の
拡大等） 

・第２回「男女共同参画に関する県民の意
識・実態調査」実施 
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年 世界（国際機関） 日 本 島 根 県 

2005 年 
(平成 17 年) 

・第 49 回国連婦人の地位委員会／｢北京＋
10｣閣僚級会合（ニューヨーク） 

・男女共同参画会議「男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策の基本的な方向
について」答申 

・男女共同参画会議「男女共同参画基本計
画の変更について」答申 

・「男女共同参画基本計画（第 2 次）」閣
議決定 

・「女性の再チャレンジ支援プラン」策定 

・「島根県ＤＶ対策基本計画」策定（平成
17～19 年度） 

・島根県立男女共同参画センター指定管理
導入 

・「女性相談センター」を「環境生活部」
から「健康福祉部」へ移管 

・県福祉事務所から児童相談所に女性相談
の窓口が移管、業務開始 

2006 年 
(平成 18 年) 

・第 1 回東アジア男女共同参画担当大臣
会合（東京） 

 

・「男女雇用機会均等法」改正（性差別禁
止の範囲の拡大等） 

・「女性の再チャレンジ支援プラン」改定 

・島根県男女共同参画計画（しまねパート
ナープラン 21）改定 

・松江市に女性相談センターを設置すると
ともに、大田市に女性相談センター西部
分室として存置 

2007 年 
(平成 19 年) 

・第２回東アジア男女共同参画担当大臣会
合（ニューデリー） 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律」改正（保護命令制度
の拡充等）（2008 年１月施行） 

・「パートタイム労働法」改正（パートタ
イム労働者の雇用環境の整備）（2008 年
４月施行） 

・「仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バ
ランス）憲章」及び「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」策定 

 

2008 年 
(平成 20 年) 

 ・男女共同参画推進本部「女性の参画加速
プログラム」決定 

・「次世代育成支援対策推進法」の改正
（一般事業主行動計画の公表の義務化
等）（2009 年４月施行） 

・「島根県ＤＶ対策基本計画」第１次改定
（平成 20～22 年度） 

2009 年 
(平成 21 年) 

 ・「ＤＶ相談ナビ」開設 

・男女共同参画シンボルマーク決定 

・育児・介護休業法改正（短時間勤務制度
導入等）（2016 年４月施行） 

・女子差別撤廃条約実施状況第６回報告審
議 

・男女共同参画会議「新たな経済社会の潮
流の中で生活困難を抱える男女につい
て」公表 

・第３回「男女共同参画に関する県民の意
識・実態調査」実施 

2010 年 
(平成 22 年) 

・第 54 回国連婦人の地位委員会／「北京
＋15」記念会合（ニューヨーク） 

・国連グローバル・コンパクト（UNGC）
と UNIFEM（現 UN Women）が女性のエン
パワーメント原則（WEPｓ）を共同で作
成 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）憲章」及び「仕事と生活の調
和推進のための行動指針」改定 

・男女共同参画会議「第 3 次男女共同参画
基本計画策定に当たっての基本的な考え
方について」答申 

・APEC 第 15 回女性リーダーズネットワ
ーク（WLN）会合（東京開催） 

・男女共同参画会議「男女共同参画基本計
画の変更について」答申 

・「第３次男女共同参画基本計画」閣議決 
定 

 

2011 年 
(平成 23 年) 

・UN Women 正式発足 

・第４回東アジア男女共同 参画担当大臣
会合（シェムリアップ） 

 ・「島根県ＤＶ対策基本計画」第２次改定
（平成 23～27 年度） 

・「第２次島根県男女共同参画計画」策定
（平成 23～27 年度） 

2012 年 
(平成 24 年) 

・第 56 回国連婦人の地位委員会「自然災
害におけるジェンダー平等と女性のエン
パワーメント」決議案採択（ニューヨー
ク） 

・「『女性の活躍促進による経済活性化』行
動計画」策定 

 

2013 年 
(平成 25 年) 

 ・若者・女性活躍推進フォーラムの提言 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律」改正（2014 年１
月施行） 

・(財)しまね女性センターが公益財団法人
へ移行 
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年 世界（国際機関） 日 本 島 根 県 

2014 年 
(平成 26 年) 

・第 58 回国連婦人の地位委員会「自然災
害におけるジェンダー平等と女性のエン
パワーメント」決議案採択（ニューヨー
ク） 

・「パートタイム労働法」改正（2015 年４
月施行） 

・「女性が輝く社会に向けた国際シンポジ
ウム」（WAW！Tokyo2014）開催（以
降、毎年開催） 

・「次世代育成支援対策推進法」改正 
（2015 年４月施行） 

・第４回「男女共同参画に関する県民の意
識・実態調査」実施 

 

2015 年 
(平成 27 年) 

・第 59 回国連婦人の地位委員会（国連
「北京＋20」記念会合）開催（ニューヨ
ーク） 

・第 3 回国連防災世界会議（仙台）「仙台
防災枠組」採択 

・UN Women 日本事務所開設 

・「持続可能な開発のための 2030 アジェ
ンダ」（SDGs）採択（目標５：ジェンダ
ー平等を達成し、すべての女性及び女児
の能力強化を行う） 

・すべての女性が輝く社会づくり本部「女
性活躍加速のための重点方針 2015」策
定（以降、毎年策定） 

・安保理決議 1325 号等の履行に関する
「女性・平和・安全保障に関する行動計
画」策定 

・「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」成立（９月公布・施行／一
般・特定事業主行動計画の策定及び公表
等 2016 年４月施行） 

・男女共同参画会議「第 4 次男女共同参画
基本計画策定に当たっての基本的な考え
方について」答申 

・男女共同参画会議「男女共同参画基本計
画の変更について」答申 

・「第４次男女共同参画基本計画」閣議決
定 

・性暴力被害者支援センター「たんぽぽ」
開設 

・「職場における女性の活躍に関するアン
ケート調査」実施 

2016 年 
(平成 28 年) 

 ・「育児・介護休業法」及び「男女雇用機
会均等法」等の改正（2017 年１月施行
ほか） 

・Ｇ７伊勢・志摩サミット「女性の能力開
花のためのＧ７行動指針」及び「女性の
理系キャリア促進のためのイニシアティ
ブ（WINDS）」に合意 

・女子差別撤廃条約実施状況第 7 回及び第
８回報告審議 

・「第３次島根県男女共同参画計画」策定
（平成 28～32 年度） 

・「島根県 DV 対策基本計画」第 3 次改定
（平成 28～32 年度） 

・「しまね働く女性きらめき応援会議」設
置 

・島根県女性相談センター新築移転 

2017 年 
(平成 29 年) 

 ・「働き方改革実行計画」決定 

・刑法改正（強姦罪の構成要件及び法定刑
の見直し等） 

・「男女共同参画社会形成促進会議」見直
し 

2018 年 
(平成 30 年) 

 ・「政治分野における男女共同参画の推進
に関する法律」公布・施行 

・「セクシュアル・ハラスメント対策の強
化について ～メディア・行政間での事
案発生を受けての緊急対策～」策定 

・「働き方改革を推進するための関係法律
の整備に関する法律」公布（2019 年４
月施行ほか） 

・女性就職相談窓口「レディース仕事セン
ター」設置（委託） 

2019 年 
 (令和元年) 

・「男女平等に関するパリ宣言」（G7 パリ
サミット） 

・G20 大阪首脳宣言 

・「女性活躍・ハラスメント規制法」公布
（2020 年 6 月施行ほか） 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律」一部改正（2020
年４月施行ほか） 

・「審議会等への女性の参画推進要綱」改
正 

・「女性活躍推進統括監」設置 

・「女性活躍推進本部」設置 

・「女性活躍 100 人会議」開催 

・第５回「男女共同参画に関する県民の意
識・実態調査」実施 

2020 年 
(令和 2 年) 

・第 64 回国連女性の地位委員会（国連
「北京＋25」記念会合）開催（ニューヨ
ーク） 

・男女共同参画会議「男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策の基本的な考え
方について」答申 

・「第５次男女共同参画基本計画」閣議決
定 

・「島根県企業向けアンケート調査」実施 

・「しまね女性活躍推進プラン」策定（令
和２～６年度） 

・政策企画局に「女性活躍推進課」設置 

2021 年 
(令和 3 年) 

 ・「政治分野における男女共同参画の推進
に関する法律」改正 

・「第３次島根県男女共同参画計画」の計
画期間を１年延長 

・「島根県ＤＶ対策基本計画」第４次改定
（令和３～７年度） 

2022 年 
(令和４年) 

  ・「第４次島根県男女共同参画計画」策定
（令和４～８年度） 
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島根県政策企画局女性活躍推進課 

〒690-8501 島根県松江市殿町１番地 

TEL 0852-22-5629 FAX 0852-22-6155 

E-mail josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp 

 

 


